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北方地域ユネスコエコパーク準拠点施設整備 

（旧下鹿川小学校）に関する意見募集について 

 

◇経緯・目的 

令和２年度に策定した「北方地域ユネスコエコパーク拠点施設整備構想」（以下「整

備構想」という。）に基づき、準拠点施設に位置付けた下鹿川地区にある旧下鹿川小学

校を宿泊滞在型の施設とするため、令和４年度に北方地域ユネスコエコパーク準拠点

施設整備計画（以下「整備計画」という。）、令和５年度には北方地域ユネスコエコパー

ク準拠点施設（旧下鹿川小学校）整備基本設計（以下「基本設計」という。）を進めて

きました。 

 しかしながら、旧校舎棟などの改修に係る費用が整備計画策定時と比較して大きく

増額となる見込みであることが判明したため、令和６年度は、改修費用の抑制を含め、

安定的に継続可能な施設改修内容を探るサウンディング型市場調査を実施したほか、

整備推進委員会および外部の専門的知識経験を有するアドバイザーの意見を踏まえ、

旧校舎棟は取壊し、施設を新設する整備内容の変更をとりまとめ、令和７年４月から９

月までの間、再度の北方地域ユネスコエコパーク宿泊滞在型施設等整備基本設計を進

めてきました。 

再度の基本設計の結果では、施設の新設に係る費用は30,178万円となり、旧校舎棟 

の改修費（41,400万円）と比較して工事費の縮減が図られたものの、令和４年度に策

定した整備計画時の概算工事費（15,500万円）と比較すると依然として高額であり、

宿泊需要が見込みづらい中で宿泊機能を備えることによる維持管理費も懸念点であっ

たため、再度外部有識者であるアドバイザーの指導・助言、地元住民との意見交換会・

ワークショップの開催のほか、整備推進委員会において協議を実施し、整備内容の見直

しを行いました。 

つきましては、北方地域ユネスコエコパーク準拠点施設整備（旧下鹿川小学校）に関

して、広く市民の皆様のご意見を募集します。 

 

■意見募集対象 

 「北方地域ユネスコエコパーク準拠点施設整備（旧下鹿川小学校） 

に関する意見募集について」 

 

■意見の募集期間 

  令和８年５月８日（金曜日）～令和８年５月２９日（金曜日） ※必着  

  ※募集期間を過ぎて送達された意見は受理できません 

 

■意見を提出できる方 

 ・市内に住所または居所を有する者 

 ・市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体 

 ・市内にある事務所または事業所に勤務する者 

 ・市内にある学校に在学する者 
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 ・市に対して納税義務を有する者 

 ・パブリックコメントに係る政策等に利害関係を有する者 

 

■公表方法・場所 

 （１）市ホームページ 

（２）以下の場所での縦覧（閉庁時や休館時は縦覧できません。） 

   ・情報公開センター（本庁舎２階） 

   ・延岡市役所市民スペース（本庁舎１階） 

   ・北方・北浦・北川の各総合支所 

   ・東海支所・伊形支所・島浦支所 

   ・延岡市立図書館 

   ・市内各コミュニティセンター 

    （一ヶ岡、東海、川中、岡富、南方東、恒富南、土々呂、富美山地区） 

   ・延岡市舞野地区多目的研修センター 

   ・延岡市民協働まちづくりセンター 

   ・延岡市駅前複合施設「エンクロス」 

 

■意見の提出方法 

  住所・氏名・年齢を記入のうえ、次の方法で提出してください。また、電話や口頭 

での意見は受け付けられませんのであらかじめご了承ください。 

  なお、様式は問いませんが、「北方地域ユネスコエコパーク準拠点施設整備（旧下 

鹿川小学校）に関する意見募集について」へのご意見であることを明記してください。 

   〇窓口提出  北方・北浦・北川の各総合支所（地域振興課） 

          延岡市役所 観光戦略課（本庁舎３階） 

 〇郵  送  〒882-0192 延岡市北方町川水流卯６８２番地 

          延岡市北方総合支所 地域振興課 

   〇F A X  ０９８２－４７－2218 

   〇電子メール tiiki-kitakata@city.nobeoka.miyazaki.jp 

 

■意見の公表 

  ・お寄せいただいた意見等につきましては、整理・分類した上で、これに対する市

の考えとともに公表します。 

・公表の際にはご意見の内容以外（住所・氏名・年齢）は公表いたしません。 

・個々のご意見に対して個別には回答いたしませんので、ご了承ください。 

・複数の同趣旨の意見については集約することがあります。 

 

■受理できない場合 

  次に該当する場合は、正式に受理しない場合があります。その際は、提出されたご

意見及びこれに対する市の考えは公表いたしません。 

・住所、氏名、年齢が明かされずに提出されたもの 

・ご意見の内容が本件に合致しないもの 

・本件に手続きを経ないで提出されたもの 
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・個人又は団体等に対する誹謗中傷又は公序良俗に反することが明白であるもの 

・その内容を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるもの 

 

■問い合わせ（担当課） 

  延岡市北方総合支所 地域振興課 

  電 話 ０９８２－４７－３６００ 

  ＦＡＸ ０９８２－４７－２２１８ 

  電子メール tiiki-kitakata@city.nobeoka.miyazaki.jp 
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